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概 要 版 



 

計画の策定にあたって 

 

 

     つくばみらい市一般廃棄物処理基本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

の規定に基づき策定するものです。また、本市総合計画などと整合を図り、今後の 

一般廃棄物の処理における長期的・総合的な計画を定めるものです。 

 

 

     本計画は、平成２９年度を初年度として、目標年は１０年後の平成３８年度とし 

ます。計画の進捗状況を把握し、計画の見直しを適切に実施していくため、中間目 

標年度として平成３３年度を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   過去５年間のごみ排出量の推移は、平成２３年度をピークに翌年度は減少しました 

が、その後やや増加の傾向がみられます。 

   平成２６年度の１人１日当たりのごみ排出量は、家庭系ごみが５９０ｇ/人・日、事 

業系ごみが９３ｇ/人・日となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 目 的 

２ 計画目標年度 

平成29年度

初年度

平成33年度

中間目標年度

(必要に応じて見直し)

平成38年度

計画目標年度

ごみ排出量の実績 



 

 

ごみ排出量は今後さらに増加することが予測されるため、本計画に基づき、市民、事 

業者、市が連携してごみの適正な処理を行い、環境への負荷が少ない循環型社会の実現 

を目指し、各種施策を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   可燃ごみの内訳の中で最も多く含まれるのは紙・布類（約４０％）です。 

  可燃ごみに多く含まれる紙・布類を資源化することで、可燃ごみの４％削減に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ排出量の予測値 

ごみ排出抑制及び資源化による減量化の目標 

Ｈ２６年度 Ｈ３３年度 Ｈ３８年度 目標設定
(基準年度) (中間年度) (目標年度) （基準年度比）

収集（家庭系ごみ） 可燃ごみ ４０４ ３９４ ３８７ ４％　削減

（ｇ/人・日） 不燃ごみ ８６ ８２ ７９ ８％　削減

９１ ８７ ８４ ８％　削減

１５.４％ － ２０％程度 約５ポイント増

３７ ４２ ４５ ８ｇ/人・日　増加

事業系可燃ごみ（ｇ/人・日）

資源化による減量化（ｇ/人・日）
　　※市が回収する古紙

リサイクル率

可燃ごみ減量

4％の内2％(8g)

は紙(再資源)



 

 

 

つくばみらい市一般廃棄物処理基本計画に基づいて、市民、事業者、市が主な施策 

にそれぞれ取り組み、目標の達成を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ エコクッキングとは・・・環境にやさしい料理方法のこと。食べ物やエネルギーを大切にし、 

水を汚さず、ごみを減らしながら地球にやさしくおいしい料理をつくること。 

※２ 食品ロスとは・・・まだ食べられるのに捨てられてしまった食品のこと。 

 

「つくばみらい市一般廃棄物処理基本計画」は市のホームページに掲載しております。 

計画の詳細については、 

 市ホームページ → 課から探す → 市民経済部 → 生活環境課 → 一般廃棄物処理基本計画 

をご覧ください。 

 

           ＜お問い合わせ先＞ 
           〒３００-２４９２ 茨城県つくばみらい市加藤２３７番地 
           つくばみらい市 市民経済部 生活環境課（谷和原庁舎） 
           ＴＥＬ  ０２９７-５８-２１１１（代表） 
           ＦＡＸ  ０２９７-５２-６０２４ 

           Ｍ a i l  seikatu01@city.tsukubamirai.lg.jp 
           ホームページ https://www.city.tsukubamirai.lg.jp 

ごみ処理計画推進のための施策 

施 策 の 区 分 施 策 の 項 目

事業者

容器包装の簡易化をする

耐久性に優れた商品の製造又は販売をする

適正処理が困難とならない商品を製造又は販売をする

食品ロス※2削減や食べ残しの削減をする

普及啓発や情報提供を行う

ごみ・資源物の分別徹底の指導を行う

ごみの適正な処理を行う

ごみ多量排出事業者への指導を行う

ごみ排出抑制・減量化の推進

資源化の推進

市

生ごみの水切りを徹底し、エコクッキング※1を実践する

買い物袋やマイバッグを持参する

食品ロス※2削減や食べ残しの削減をする
市民

古紙（新聞紙、雑誌、ダンボール等）の分別排出をする

ペットボトル及びプラスチック製容器包装の分別排出をする

使用済小型家電の資源化に協力する

事業系ごみの適正排出をする


